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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次

第75期

第２四半期

連結累計期間

第76期

第２四半期

累計期間

第75期

会計期間

自平成23年

４月１日

至平成23年

９月30日

自平成24年

４月１日

至平成24年

９月30日

自平成23年

４月１日

至平成24年

３月31日

売上高（千円） 468,455 150,616 308,642

経常利益又は損失（△）（千円） △131,639 1,178 △88,661

四半期（当期）純利益又は純損失（△）

（千円）
△245,151 78,084 92,567

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － －

資本金（千円） 883,300 883,300 883,300

発行済株式総数（千株） 17,666 17,666 17,666

純資産額（千円） 604,253 739,210 662,553

総資産額（千円） 1,883,4631,326,1471,342,823

１株当たり四半期（当期）純利益金額

又は純損失金額（△）（円）
△13.94 4.44 5.26

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益金額（円）
－ － －

１株当たり配当額（円） － － －

自己資本比率（％） 32.1 55.7 49.3

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
665,858 5,572 671,925

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,132,24729,4501,679,684

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△1,929,896△26,993△2,382,394

現金及び現金同等物の四半期末（期末）

残高（千円）
29,236 109,550 101,521

　

回次

第75期

第２四半期

連結会計期間

第76期

第２四半期

会計期間

会計期間

自平成23年

７月１日

至平成23年

９月30日

自平成24年

７月１日

至平成24年

９月30日

１株当たり四半期純利益金額又は

純損失金額（△）（円）
△10.00 4.54

　（注）１．当社は第76期第２四半期会計期間末に連結子会社が存在しないため、四半期連結財務諸表を作成しておりま

せんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記載しておりません。また、第75期第２

四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため第２四半期累計期間に代えて第２四半期

連結累計期間について記載しております。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して

おりません。

３．売上高には、消費税等は含んでおりません。 
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２【事業の内容】

　当第２四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

前期から継続するリスクとしては以下のものがあります。

　

(1) 被災したサテライトかしまの運営に関するリスク

福島第一原子力発電所事故の影響により、南相馬市にあるサテライトかしまは現在も営業再開が果たせない状

況であります。当社としては早期の営業再開を目指し準備を進めておりますが、商圏であった地域が未だに避難

指示区域になっており、ライフラインの整備も遅れ住民の帰還も厳しい状況であり集客及び従事員の雇用等に大

きな問題を残しております。当社としては相応の営業キャッシュ・フローを見込んでいる事業所だけに、顧客の

来場状況によっては資金繰りに影響を及ぼします。

　

(2)資金の調達に関するリスク

資金調達については、金融機関からの借入金により必要資金は調達できておりますが、将来も引き続き充分に

調達可能であるという保証はありません。また、東京電力株式会社による休業中のサテライトかしまに対する営

業損害補償については、補償期限が定められておらず、補償が途絶えた場合は資金繰りに影響を及ぼします。

　

(3)重要事象について

当社は、福島第一原子力発電所事故の影響で当第２四半期累計期間においてもサテライトかしまの営業再開が

果たせず、前事業年度から引き続き１百万円の営業損失を計上しております。また東京電力株式会社による休業

中のサテライトかしまに対する営業損害補償については補償期限が定められておらず、金融機関への借入金返済

が６月より始まっており、補償が途絶えた場合には資金繰り等への影響が懸念されるところとなり、当該状況に

より、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

　

なお、文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。 

 

２【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。　
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３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

当社は、前第２四半期累計期間は四半期財務諸表を作成していないため、前年同期との比較分析は行っておりませ

ん。

　

(1）業績の状況　

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による影響から着実な回復傾向にあるものの、欧

州の金融不安、円高の長期化の影響など懸念すべき問題も多く、企業を取り巻く環境は依然として不透明な状況

で推移いたしました。

当社が事業の主体をおく競輪業界におきましても、重勝式賭け式の発売、ガールズ競輪の再開など競輪の活性

化を図るべく努力をしておりますが、依然として厳しい状況が続いております。

このような状況のもとで、当社は、経営全般にわたる徹底した合理化や効率化の推進、新規ファンの獲得に注力

するなど、総力を挙げて業績の改善に取り組みました。また、福島第一原子力発電所事故のため営業を停止してい

るサテライトかしまについては、営業再開を目指すと共に、引き続き、東京電力株式会社と営業損害補償の交渉を

続けてまいります。

以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は１億５千万円となりました。営業損失は１百万円、経常利益は１

百万円、四半期純利益は東京電力株式会社からの営業損害補償金を特別利益に計上したため７千８百万円となり

ました。

なお、当社は、競輪関連事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載を省略しております。

　

(2）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前四半期純利益を７千９

百万円計上いたしましたが、神奈川県競輪組合への損失補填等の流動負債の支払い、預り金の減少等があり、当第

２四半期会計期間末には１億９百万円となりました。　

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞　

営業活動の結果得られた資金は５百万円となりました。当第２四半期累計期間は、税引前四半期純利益を７

千９百万円計上し、資金支出の伴わない減価償却費１千万円がありましたが、その他流動資産の増加２千２百

万円、その他流動負債の減少４千３百万円、預り金の減少１千７百万円があったこと等によるものです。

　

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞　

投資活動の結果得られた資金は２千９百万円となりました。これは主に、貸付金の回収による収入３千万円

があったことによるものです。

　

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞　

財務活動の結果使用した資金は２千６百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出１千

２百万円、リース債務の返済による支出１千４百万円があったことによります。

　

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4）研究開発活動

該当事項はありません。

　

 

(5）重要事象等について

当社は、「１　事業等のリスク」に記載のとおり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在

しております。

当該状況を解消し又は改善すべく、東京電力株式会社に対しては補償の継続を求める交渉をするとともに、サ

テライトかしまの早期の営業再開を目指します。また、既存の各サテライトの更なる効率的な管理・運営に努め

るとともに、新規サテライトの開設、競輪事業で培ったノウハウを活かし、他公営競技を含む場外発売施設の運営

受託・コンサルタント業務に努め、増収を図ってまいります。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成24年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年11月９日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 17,666,000 17,666,000
東京証券取引所市場第二

部

権利内容に何

ら限定のない

当社における

標準となる株

式であり、単元

株式数は1,000

株であります。

計 17,666,000 17,666,000 － －

　

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成24年７月１日～

平成24年９月30日　
－ 17,666,000 － 883,300 － 399,649
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（６）【大株主の状況】

 平成24年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社東京ドーム 東京都文京区後楽1-3-61　 4,198 23.77

株式会社松尾工務店 横浜市鶴見区鶴見中央4-38-35　 3,544 20.07

神奈川県 横浜市中区日本大通１ 1,296 7.34

横浜市 横浜市中区港町1-1 966 5.47

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社

（三井住友信託銀行再信託分・京浜

急行電鉄株式会社退職給付信託口）

東京都中央区晴海1-8-11 812 4.60

株式会社横浜銀行 横浜市西区みなとみらい3-1-1　 624 3.54

横須賀市　 神奈川県横須賀市小川町11　 555 3.15

松尾  嘉之輔　 横浜市神奈川区　 167 0.95

松戸公産株式会社 千葉県松戸市上本郷594 150 0.85

日本証券金融株式会社　 東京都中央区日本橋茅場町1-2-10　 144 0.82

計 － 12,460 70.54
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成24年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式       79,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 　17,444,000 17,444 －

単元未満株式 普通株式      143,000 － －

発行済株式総数 17,666,000 － －

総株主の議決権 － 17,444 －

　 

②【自己株式等】

 平成24年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

　花月園観光株式会社
横浜市中区桜木町三丁目

７番２号
79,000－ 79,000 0.45

計 － 79,000－ 79,000 0.45

　

２【役員の状況】

該当事項はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

なお、前第２四半期累計期間は四半期財務諸表を作成していないため、前年同期との比較分析は行っておりません。

　

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間（平成24年７月１日から平成24年

９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。　
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 101,521 109,550

売掛金 31,962 33,618

短期貸付金 140,000 125,000

未収入金 85,798 84,607

その他 8,690 26,238

流動資産合計 367,972 379,015

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 364,437 355,773

構築物（純額） 22,141 21,306

機械及び装置（純額） 847 710

車両運搬具（純額） 43 40

工具、器具及び備品（純額） 358 794

土地 443,206 443,206

有形固定資産合計 831,033 821,832

無形固定資産 15,955 14,780

投資その他の資産 127,861 110,517

固定資産合計 974,850 947,131

資産合計 1,342,823 1,326,147
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（単位：千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

1年内返済予定の長期借入金 30,000 36,000

リース債務 29,840 29,840

未払金 72,334 28,374

未払法人税等 4,572 3,844

未払消費税等 4,506 2,469

前受金 181 1,189

預り金 18,933 1,660

その他 － 42

流動負債合計 160,370 103,421

固定負債

長期借入金 220,000 202,000

リース債務 69,628 54,707

長期未払金 2,104 6,546

繰延税金負債 18,491 17,751

退職給付引当金 51,420 46,336

負ののれん 23,255 21,172

長期預り金 130,000 130,000

その他 5,000 5,000

固定負債合計 519,900 483,515

負債合計 680,270 586,937

純資産の部

株主資本

資本金 883,300 883,300

資本剰余金 399,649 399,649

利益剰余金 △616,401 △538,317

自己株式 △9,816 △9,889

株主資本合計 656,731 734,743

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 5,821 4,466

評価・換算差額等合計 5,821 4,466

純資産合計 662,553 739,210

負債純資産合計 1,342,823 1,326,147
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（２）【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

売上高 150,616

売上原価 28,799

売上総利益 121,817

販売費及び一般管理費 ※1
 123,154

営業損失（△） △1,336

営業外収益

受取利息 3,697

受取配当金 591

負ののれん償却額 2,082

助成金収入 1,609

雑収入 820

営業外収益合計 8,801

営業外費用

支払利息 6,035

その他 249

営業外費用合計 6,285

経常利益 1,178

特別利益

受取補償金 ※2
 78,458

特別利益合計 78,458

特別損失

固定資産除却損 32

特別損失合計 32

税引前四半期純利益 79,604

法人税、住民税及び事業税 1,520

法人税等合計 1,520

四半期純利益 78,084
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 79,604

減価償却費 10,026

有形固定資産除却損 32

のれん償却額 1,116

負ののれん償却額 △2,082

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,084

受取利息及び受取配当金 △4,288

支払利息 6,035

受取補償金 △78,458

売上債権の増減額（△は増加） △1,656

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,037

預り金の増減額（△は減少） △17,273

その他 △15,850

小計 △29,915

利息及び配当金の受取額 5,348

利息の支払額 △6,119

補償金の受取額 39,298

法人税等の支払額 △3,040

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,572

投資活動によるキャッシュ・フロー

長期貸付金の回収による収入 30,000

有形固定資産の取得による支出 △550

投資活動によるキャッシュ・フロー 29,450

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △12,000

リース債務の返済による支出 △14,920

自己株式の取得による支出 △73

財務活動によるキャッシュ・フロー △26,993

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,028

現金及び現金同等物の期首残高 101,521

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 109,550
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【継続企業の前提に関する事項】

当社は、福島第一原子力発電所事故の影響で当第２四半期累計期間においてもサテライトかしまの営業再開が果

たせず、前事業年度から引き続き1,336千円の営業損失を計上しております。また東京電力株式会社による休業中の

サテライトかしまに対する営業損害補償については補償期限が定められておらず、金融機関への借入金返済が６月

より始まっており、補償が途絶えた場合には資金繰り等への影響が懸念されるところとなり、当該状況により、継続

企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

当該状況を解消し又は改善すべく、東京電力株式会社に対しては補償の継続を求める交渉をするとともに、サテ

ライトかしまの早期の営業再開を目指します。また、既存の各サテライトの更なる効率的な管理・運営に努めると

ともに、新規サテライトの開設、競輪事業で培ったノウハウを活かし、他公営競技を含む場外発売施設の運営受託・

コンサルタント業務に努め、増収を図ってまいります。

しかし、これらの対応策を関係者との協議を行いながら進めている途上であるため、現時点では継続企業の前提

に関する重要な不確実性が認められます。

なお、四半期財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を

四半期財務諸表に反映しておりません。

　

【会計方針の変更】

（減価償却方法の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。　

　

【注記事項】

（四半期損益計算書関係）

※１.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
当第２四半期累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日）

給与及び手当 56,325千円

　

　

※２.受取補償金の内容

 
当第２四半期累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日）

サテライトかしまに関する東京電力㈱から

の営業損害補償金
78,458千円

　

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとお

りであります。

　

 
当第２四半期累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日）

現金及び預金勘定 109,550千円

預入期間が３か月を超える定期預金 －

現金及び現金同等物 109,550千円
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（持分法損益等）

関連会社につきましては、損益等からみて重要性が乏しいため、記載を省略しております。　　

　

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は、競輪関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第２四半期累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 4円44銭

（算定上の基礎）  

四半期純利益金額（千円） 78,084

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 78,084

普通株式の期中平均株式数（千株） 17,586

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。　　

　

　

２【その他】

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

花月園観光株式会社(E04607)

四半期報告書

15/17



第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年11月９日

花月園観光株式会社

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 磯貝　和敏　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 柴田　叙男　　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている花月園観光株式会
社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの第76期事業年度の第２四半期会計期間（平成24年７月１日から平成
24年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、す
なわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行っ
た。
　
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四
半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、
分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、花月園観光株式会社の平成24年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了
する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて
の重要な点において認められなかった。
　
強調事項
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は福島第一原子力発電所事故の影響で当第２四半期累計期
間においてもサテライトかしまの営業再開が果たせず、前事業年度から引き続き1,336千円の営業損失を計上している。ま
た東京電力株式会社による休業中のサテライトかしまに対する営業損害補償については補償期限が定められておらず、金
融機関への借入金返済が６月より始まっており、補償が途絶えた場合には資金繰り等への影響が懸念される状況にある。
これらの状況から、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に
関する重要な不確実性が認められる。
なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については、当該注記に記載されている。四半期財
務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期財務諸表に反映されていな
い。
　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以　上

　

　（注）１.上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。

２.四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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